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平成 22年度 第２回 

長野県労働問題審議会 議事録 

 

１ 日 時   平成２２年１０月１８日（月）１３：３０～１５：４０ 

２ 場 所   県庁３階 特別会議室 

３ 出席委員  労働者委員 中村委員、中山委員、根橋委員、鈴木委員 

        使用者委員 金子委員、関委員、宮下委員、百瀬委員、吉田委員 

        学識経験者 安藤委員、井上委員、福沢委員、栁澤委員、渡辺委員 

４ 内 容 

(1) 開会    

(2) 商工労働部長あいさつ 

(3) 会長あいさつ 

(4)議事 

ア 事業概要説明 

  ・労働雇用情勢の概要 

  ・工科短期大学校・技術専門校の入校・就職状況について 

  ・介護雇用プログラム実施状況 

  ・公立高校生への就職支援に関する取組状況について 

イ 労働行政のの概要 

  ・新卒者の就職支援対策を強化します！ 

  ・平成 23年３月高校新卒者の求人・求職の状況について 

ウ 意見交換 

エ その他 

 

   (5)閉会 

 

 

福田補佐 

 それでは、ただいまから第２回長野県労働問題審議会を開催させていただきます。

私は、本日司会を務めさせていただきます労働雇用課 課長補佐の福田と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、当審議会でございますが、公開で開催をさせていただいております。会議録

は県のホームページにて公表させていただきますので、後日公表に先立ちまして、ま

た議事録の確認をお願いしたいと思っております。 

 本日の審議会でございます。小林委員さんがご欠席、それから宮下委員さんがちょ

っと遅れるというご連絡を頂戴しておりますが、現在のところ委員の皆様のご出席は

定員１５名中、労働者を代表する委員さん４名、使用者を代表する委員さん４名、学

識経験者である委員さん５名。１３名のご出席でございまして、長野県労働問題審議
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会条例第６条第２項の規定により審議会として成立しておりますので、その旨ご報告

を申し上げます。 

 それでは、最初に黒田商工労働部長からご挨拶を申し上げます。 

 

黒田商工労働部長 

 長野県商工労働部長の黒田でございます。よろしくお願いいたします。本日は第２

回目の労働問題審議会ということでございまして、お運びいただきまして誠にありが

とうございます。第１回労働問題審議会は７月に開催をさせていただき、労働雇用情

勢の現状と課題、これらにつきまして様々なご意見を頂戴しました。また、長期的な

雇用の安定につきましてもご意見を頂戴したところでございます。本審議会もより活

発な御発言をお願いしたいと思います。 

 最近の経済動向でございますけれども、内閣府の発表したところによりますと景気

は引き続き持ち直しはしているが、いまだ自律回復に向けた動きもみられるというこ

とであり、まだまだ厳しさがあるということでございます。更に、失業率が非常に高

い水準にあるということから、依然厳しい状況でございます。 

 また、海外景気。特にアメリカ景気の下ブレ懸念、あるいは為替レート、株価、こ

ういった変動によりまして、景気が下ブレするのではないかと、このようなリスクも

言われているところでございます。 

 県内でございますけれども、製造業等の一部業種では、受注あるいは生産という意

味では回復の動きが続いておりまして、全体としては業況感の改善というものをみて

いるところでございますが、ご案内のとおり８月に入りまして急激な円高ということ

でございまして、その進行に伴いまして中小企業を中心に状況の悪化、あるいは収益

の低下というのが予想されているところでございます。 

 また、雇用情勢は依然として深刻な状況にございます。８月の有効求人倍率が０．

６３ということで、全国の０．５４と比べますと若干よく、前年よりも若干上昇して

いるということですが、全体的な数字はまだまだ厳しい状況だと認識しているところ

でございます。円高はまだまだ進んでおりますけれども、私ども９月に入りまして新

たに中小企業の皆様を支援する相談窓口を作りました。また、緊急円高対策連絡会議

ということで、関係の皆様にお集まりいただきまして情報・意見の交換をしておりま

す。更に、金融面では中小企業融資制度資金に緊急円高対策資金というものを作りま

して対応しているところでございます。 

 また、ご案内のとおり９月から阿部県政という新しい県政が始まっております。新

しい体制のもとでも切れ目のない経済対策、雇用の安定確保、予算規模約７６億円の

補正予算を経済対策として編成いたしまして、この９月定例県議会においてお認めい

ただいたところでございます。 

 阿部県政が始まり、事業仕分けというふうな噂をされておりますけれども、実は一

番大事な新年度予算の編成に向けての作業が始まろうとしているところでございます。

そういった状況の中で、長野県として労働雇用問題にどういった取り組みをしていく

ことが望ましいのか、あるいは様々な課題というものに対してどういうふうに臨んで

いけばいいのか、前回申し上げました資料、直近の雇用状況の実績等もご覧いただい



3 

 

た中で、活発なご議論を頂戴したいと思います。 

 雇用労働情勢の様々な施策に、本日はいろいろとご注文あるいはご提案を頂戴いた

しまして、その内容を施策に反映させていこうと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いしたいと思います。冒頭簡単ですが、ご挨拶とさせていただきます。今日は

本当にありがとうございます。 

 

福田補佐 

 続きまして、井上会長さんからご挨拶を頂戴したいと思います。お願いいたします。 

 

井上会長 

 本日はお忙しいところ、この審議会にご出席いただきましてありがとうございます。

今、部長さんの方からもお話がありましたように、８月の夏以降今年の暑さとあわせ

て円高問題、あるいは株安問題といった日本経済の先行きについてなかなか明るい姿

が見えてこないという状況であります。特に、景気が回復しつつあるとは言いまして

も、それが最終的に雇用の現場にどれだけ返ってきているかというと、全くそういう

状況が見られない。そういう点でいきますと、一体長野を含めて日本の経済がどちら

の方向に行こうとしているのかが非常に見えにくい状態になっております。 

労働の問題といいますのは、経済的な問題というものを引き受けつつ変化をせざる

を得ないという、非常に大きな特徴を持っておりまして、その中で今後長野県の雇用

がどのような方向に向かっていくのかということを尐し情報交換しながら、来年度の

雇用政策に我々の意見をできる限り伝えていきたいと考えております。 

 本年度はこれで第２回目ということになりますけれども、第２回の審議会の論点と

いうのは２つあるだろうと思います。１つは何かと言うと、長野の雇用の現状が一体

どのような状態になっているのかということの概略を事務の方から整理してお話して

いただいた上で、皆様各団体からの代表という形で参画されておりますので、皆様の

実際の現場の姿というものを意見交換していただいて、長野の雇用の状況について尐

し情報の共有化を行いたいと考えております。 

 ２つ目は、来年度の雇用の施策というものをどのように考えるかということになる

と思います。雇用政策そのものというのは、相当予算額があるわけですけれども、そ

れを効果的に利用していかない限りは、雇用は改善されないという状況を持っていま

す。この２つ目の論点というのが、今日の第２回の審議会の重要な課題になるだろう

と思います。皆様お互いの考え方、状況等の理解を深めた上で、課題あるいは方策の

検討をこの会議を通じて活発に行っていただきたいと思います。 

 ２回目の会議の進行という形になりますので、ぜひ皆様からご協力いただきますよ

うよろしくお願いいたします。簡単ではありますが、私からのご挨拶に代えさせてい

ただきます。 

 

福田補佐 

 どうもありがとうございました。それでは、議事に入ります前に、まず資料の確認

をさせていただきたいと思います。事前にお配りをしたものに加えまして、本日追加
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資料といたしまして「仕事と家庭両立支援アドバイザー事業」それから「新卒者の就

職支援対策を強化します！」「平成２３年３月高校新卒者の求人・求職の状況について」

の３つのペーパーをご用意させていただいております。また、資料６につきましては、

一枚物でございますけれども、お差し替えをしていただきたいと思います。以上、ご

確認いただけますでしょうか。 

 それでは、これからも議事につきましては井上会長さんにお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

井上会長 

 それでは、引き続いて会議を進めさせていただきます。まず、本日の議事録署名委

員の指名でございます。中村委員と関委員にお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、冒頭お話いただきましたように、意見交換に入ります前に、まず第１回

労働問題審議会以降の労働雇用情勢について、直近のデータあるいは実績等を担当課

から説明をいたします。また、労働行政の概要につきましては、本日は栁澤委員の方

からも説明をいただくことになっておりますので、質疑等がありましたら全説明の後

にそれぞれご発言いただきたいと思います。では、説明からよろしくお願いいたしま

す。 

 

寺澤課長 

 それでは、労働雇用課長の寺澤でございます。資料に基づきましてご説明を申し上

げたいと思います。 

 資料１をご覧いただきたいと思います。「最近の雇用情勢」に係る指標ということで、

有効求人倍率でございますが、これは１０月１日に労働局から発表されました８月分

の数値でございます。冒頭ですが、本年２月から連続して全国を７ヶ月上回っており

ますし、同様に国の平均も７ヶ月連続で上回っている状況でございます。雇用情勢の

判断でございますが、持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあ

るとなっておりまして、厚生労働省においては判断を据え置いているという状況でご

ざいます。この理由につきましては、受注動向が不透明であり安定した常用雇用求人、

これが依然として慎重であるからです。先ほどもお話がありましたように、円高の問

題もございまして、この影響もしばらく推移を見ないと判断ができないということで

ございます。 

 次に、非正規労働者の雇い止め等の状況でございますが、これは長野県は１事業所

２名ということでございました。リーマンショック以降の２０年１０月以降、急速に

悪化しておりましたけれども、この数字を見ていただくとおり落ち着いてきている状

況ではないかと思います。また、完全失業率は全国では５．１％、長野県は４．２％

という状況でございます。以下、発表されました労働局の資料を添付してございます。

詳しい説明を省略させていただきます。 

 資料２でございます。「雇用創出基金事業について」ということでございますが、行

政部門において正規雇用につながるまでの短期的に雇用を創出するという目的で行っ
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ている事業でございますが、基金総額が１８２億円、計画値では１万４，０００人を

超える雇用を創出しようということでございます。この９月補正後までの補正執行見

込みでございますが１１８億円余ということで、実行率は６５％、概ね３分の２でご

ざいまして、この基金事業の予定は２３年度末までということですので、概ね順調に

事業化がされているのではないかと思っています。人数ですが今のところ９，８００

人余ということで、事業の業種別でございますが、以下記載のとおりでございます。 

 続きまして、資料３をお開きいただきたいと思います。「新卒未就職者等人材育成事

業」でございます。今年の３月の高校生の就職状況が非常に悪いということで、昨年

度の２月補正で対応した事業でございますが、２の事業内容のところをご覧いただき

たいと思いますが、内定をもらえずに就職しなかった子どもに対して、企業で就業す

るために必要な知識や技術を習得するための研修、ＯＪＴ及びＯＦＦ－ＪＴを、民間

事業所で委託により実施していただいているものでございます。実施期間は来年３月

末までで、１年以内の連続した期間を研修実施期間としています。 

 この成果でございますが、「新卒未就職者等人材育成事業の状況」という表がござい

ますが、９月１３日現在で取りまとめたもので、全県では８７社、１６５名の求人が

ございまして、これに対しまして４０社６０名の雇用創出につなげている状況でござ

います。地域別の東信、中信、南信、北信は１に記載がありますし、２にはこの内訳

を地方事務所別に記載しております。また、３につきましては業種別に内訳を記載し

た形で載せております。お陰様で今年の卒業生２２年６月末が最終でございますが、

内定率が９９．３％ということで、２０年度を０．４ポイント上回るというような状

況でございました。 

 続きまして、私どもの課で提出しております資料８をご覧いただきたいと思います。

「平成２２年度労働雇用課施策体系」で、今年度私どもが行っている施策体系につき

まして、柱建てをした資料を参考までに付けさせていただいております。 

 それから、資料９でございます。ちょっと横の表になって申し訳ございません。最

近、若年者の雇用が社会問題化している状況でございます。これらの対応について、

大きな事業をとりまとめたものでございまして、機関ごとには労働局、県、教育委員

会、それからその他の機関ということで、対象を在学者・学卒求職者、若年者・フリ

ーターというような取り組みでまとめてございます。「長野県」の状況の一覧が出てご

ざいますが、ジョブカフェとございます。ここが、県の行っている事業でございます。

特に新卒者につきましては、資料３で申し上げましたとおり、新卒未就職者等人材育

成事業という形で行っております。 

 それから、資料ナンバーは付けてございませんが、「仕事と家庭両立支援アドバイザ

ー事業」ということで、ワークライフバランスに関わるもので、今年度から新たに取

り組んでいる事業についての資料を添付させていただきました。１の目的の中段にあ

りますとおり、改正次世代育成対策推進法、これが改正になりまして、１０１人以上

の企業にこの行動計画の策定が義務付けてあります。そうすると、１００人以下につ

いてはちょっと対応ができないというようなことで、１００人以下の企業を対象とし

て、２にございますように、アドバイザーを労政事務所に設置いたしまして、企業を

巡回し制度の周知と個別の取組に対するアドバイスに応じる事業でございます。また、
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それにあわせて事例集を作成してＰＲに努めている状況でございます。現在までに２

１９の事業所を訪問しております。 

 それから、裏には１０月９日の日経新聞にこの事業について取り上げた記事があり

ますので参考にご覧ください。 

 それから、パンフレット等で育メンプロジェクト等導入後の詳しい資料を添付して

おりますので、意見交換の参考にしていただければと思います。労働雇用課からは以

上でございます。 

 

井上会長 

 続いてお願いいたします。 

 

宮下課長 

 人材育成課長の宮下です。私の方からは資料４で、新規学卒者等の人材育成の観点

から「工科短大・技術専門校の入校・就職状況について」、若干説明をさせていただき

ます。資料４をお願いいたします。 

 まず、技術専門校の本年４月の入校状況でございますが、合計欄をご覧ください。

現在７校を設置しておりまして、１６訓練科の募集定員３１５名に対する入校生は 

２５４名で、定員充足率は学校ごとにばらつきはございますが全体で８０．６％にな

っております。また、入校者に対する新規学卒者の割合は、右側になりますが全体で

５７．９％となっておりまして、昨年度より高校新卒者が３０名ほど多く入校をして

おります。これは、先ほどもございました高校生の厳しい就職状況を踏まえ、各校に

おいて取り組んでおります推薦入校制度を活用した結果であると考えております。 

 次に下段でございますが、工科短期大学校の入校状況でございます。同じように合

計欄をお願いいたします。工科短期大学校では、４訓練科を設置しておりまして、募

集定員８０名に対する入校者は７８名で、定員充足率は９７．５％になっております。

４年生大学等への進学率が増加する傾向にあって、特に高校普通科からの応募者が減

尐する傾向になってございます。 

 裏面をお願いいたします。技術専門校の就職状況について載せてございます。同じ

く合計欄をお願いいたします。就職希望者２４４名に対する就職内定者数は１８２名

で、就職内定率は７４．６％になっております。表でご覧のとおり、長野技専の機械

加工科、自動車整備科、建築科など、学科によっては１００％の就職率を達成すると

ころもございますが、一方で画像処理印刷科や生産システム科のように５０％を割る

結果になっている所もございます。厳しい雇用情勢もあり、就職内定率が下がったも

のと考えております。 

 次に下段になりますが、工科短期大学校の就職状況でございます。就職希望者７５

名に対する内定者数は７２名で、内定率は９６．０％になっております。現在、引き

続き３名未就職になっておりますけれども、引き続き就職の支援をしていく状況でご

ざいます。人材育成課からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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井上会長 

 はい、ありがとうございます。では、引き続きまして吉川さんお願いいたします。 

 

吉川課長 

 地域福祉課長の吉川でございます。資料５をご覧いただきたいと思います。「介護雇

用プログラム事業の実施状況について」説明をさせていただきます。 

 １番の目的でございますけれども、求人のニーズが高い介護の分野におきまして、

離職失業者等が働きながら資格を取っていただくことができる事業でございます。 

 事業内容を細かく見ていきますと、２番でございますが、イメージ図をご覧いただ

きますと分かりやすいと思うのですけれども、まず県と介護施設、事業所は委託契約

を締結いたします。何人採用していただけるか、それから金額でいくら程度かかった

というような内容の委託契約をします。それから、施設側の方では失業者を雇い入れ

て雇用していただくことになります。施設で働いていただきながら空いている時間を

使いまして、ホームヘルパー２級の資格というのを学校へ行って取っていただく事業

でございます。この事業全体に関わる失業者への賃金、それから養成機関への受講料

等全て雇用基金によりまして経費の負担をするというものでございます。 

 ３番の９月１日現在の状況でございますが、表の一番下の合計欄をご覧いただきた

いと思います。当初の計画では、人数で３２０人の雇用というものを計画したところ

でございますが、９月１日現在の実績で申し上げますと、これは４３９人ということ

で計画よりも多い形で雇用が可能となっております。契約実績額は、６億６，０００

万余円でございます。 

 ４番の今後の課題でございます。４３９人という数の雇用枠が確保されましたので、

実際に来ていただかなければいけないというマッチングが課題となっております。ハ

ローワークで紹介をしていただいた他に、私どもには専門員がおりますので、マッチ

ングにつきまして支援をしていきたいと思っております。説明は以上でございます。 

 

井上会長 

 はい、ありがとうございます。では、引き続きまして高柳さんよろしくお願いいた

します。 

 

高柳課長 

 教学指導課の高柳でございます。資料６をお願いいたします。今年度公立高校生へ

の就職支援に関わる４月以来の取り組み状況についてご報告をさせていただきます。 

 まず、資料の１番にございますとおり、入学枠の拡大、更には就職枠の拡大につい

てでございますが、農業大学校、林業大学校、工科短期大学、技術専門校、看護大学、

看護専門学校、公衆衛生専門学校、福祉大学校等々に入学枠の拡大の要請をさせてい

ただきました。 

 また、２番では求人枠の維持・拡大ということをさせていただいております。各関

連機関と合同でお願いをしているわけでございますけれど、（２）にございます８月に

は、県下７，０００社の方に就職枠の拡大の要請書というものを出させていただきま
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した。 

 ３番の就職活動支援事業についてでございますけれど、昨年度２０名でありました

就職活動支援員を今年度８名増員いたしまして、拠点校２８校、近隣校２５校、計５

３校を分担するということでお願いをしてございます。特に本年度の場合には、昨年

度８月１日の採用だったものを１ヶ月早めまして、７月１日にしていただきました。

それから、書いていなくて恐縮でございますが、活動旅費を昨年度の１，０００円か

ら２，０００円に上げさせていただきまして、支援員が十分に活動できるような体制

で取り組んでいるところでございます。 

 ４番の就職支援検討会議につきましては、局内各部局と関連を取りながら進めさせ

ていただいているところでございます。 

 続きまして、各高等学校への呼び掛けの強化についてでございますが、各校長会、

教頭会、進路指導主事会等々に私どもが出向きまして、直接お願いしているところが

ございます。①の中で、特に面接試験のこと、それから⑤にありますが、キャリア教

育の低学年からの早期着手ということもあるわけでございますけれども、小中高一貫

したキャリア教育の大切さということで、教育委員会の中で一貫して取り組んでいる

わけであります。特に普通高校におけるキャリア教育の充実というものを含めまして、

取り組みをしているところでございます。 

 

井上会長 

 はい、ありがとうございます。それでは引き続きまして、労働行政の概要等につい

て、柳澤委員からご報告をお願いいたします。 

 

栁澤委員 

 ハローワーク須坂の栁澤でございます。本日、長野労働局が発表しました資料を２

部ほどご用意させていただきました。５分ほど説明させていただくということでよろ

しくお願いいたします。 

 お手元にあります「新卒者の就職支援対策を強化します！」というこの資料でござ

いますが、ただいま大変厳しい雇用情勢の中で、特に学校の卒業予定者、学卒者と呼

ばれる学生生徒の就職活動が非常に厳しいということがありまして、９月２４日に新

卒者求職支援強化ということで発表いたしております。別添１から５の詳細について

でございますが一番上の二重線の中をご覧いただきたいと思います。長野労働局新卒

者応援対策本部設置、地域の実情をふまえた就職支援の企画立案を行うということで

労働局、ハローワークだけでなく、長野県の地方公共団体、産業界、労働界、学校等

の関係者が構成員として、就職応援本部を設置いたしました。新卒応援ハローワーク

長野の設置は、新卒者、未就職卒業者が利用しやすい専門のハローワークということ

で、大学等につきましてはもんぜんプラザにあります長野学生就職支援室の方に設置

をいたしました。中学高校の生徒につきましては、ハローワーク長野本庁でその業務

を取り扱っております。 

 また、新たに実施する就職支援施策は２つございまして、新卒者といいますと学校

を卒業したその年の者を新卒者と呼ぶのですが、卒業してから３年以内の既卒者もい
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わゆる新卒扱いという形で、その方達を含めた中でのトライアル雇用の奨励金、ある

いは新卒扱いの採用拡大奨励金というようなことで、企業側に８０万円から１００万

円という金額の助成をしていくというものでございます。 

 それと、「新卒者企業実習推進事業」という新卒インターンシップ事業を始めるとい

うことでございます。応募前にいわゆる企業実習を行って、中小企業と学生とのマッ

チングを促進させていくという内容でございます。大学等の就職率が約６割というこ

とで、就職も進学もできない学生が８万７，０００人ほど今年度発生したということ

です。最近の厳しい就職事情の中で、まずどういった形で自立をしていくのかという

ところに行政としてどのような手を差し伸べられるのかということで、９月２４日か

ら施行された取り組みでございます。 

 もう１つが高校生の関係で、「平成２３年３月高校新卒者の求人・求職の状況につい

て」、８月末現在の資料を用意させていただいております。これは、１０月１日に長野

労働局が発表したものでございますけれども、四角の中の求人数は２，０４０人とい

うことで、前年同期に比べて６．６％の増加。求職者は２，８７１人で、前年度に比

べて２．９％の減尐ということで、求人倍率が０．７１、これは前年同期と比べます

と０．０６ポイント上回るという発表をしております。その比較ということで、単純

に言いますと昨年よりはかなり景気が回復して、新卒者の労働市場も回復の見込みも

あるのかというふうに思われてしまうのですけれども、その１年前の２０年度と比較

をしてみますと求人数は４４．８％減尐して、求職者は１０．８％減尐しているとい

うことで、求人倍率のポイント数で言いますと０．４４ポイント低下ということで、

２０年８月において求人倍率は１倍を超えていた状況ですので、本当にリーマンショ

ック以前の状況と比較してみますと、今現在その回復の度合いというのは非常に遅々

たるものがあると言えるかと思います。 

 先ほどのご説明のとおり、製造業で受注の回復と共に雇用情勢が良くなってきてい

る。これに比べて、第三次産業が非常に遅れているという状況は、学卒の市場におい

ても全く同じなのですけれども、実際ハローワークの求人はどちらかというと、正社

員という形の安定した仕事よりは臨時的な求人が今現在増えてきているということで

して、この学卒の求人が増えてこないと安定した見通しがつきにくいということが現

場からは言えるかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

井上会長 

 はい、どうもありがとうございました。今日は第２回目ということになりますが、

事務局及び栁澤委員の方から詳細な９月以降の長野県の雇用情勢についての情報を提

供していただきました。まずは、こちらの説明あるいは資料について、皆様からご質

問、ご意見などがありましたら、自由にご発言いただきたいと思います。 

 

金子委員 

 よろしいですか。 
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井上会長 

 はい、金子さんお願いいたします。 

 

金子委員 

 今、資料を拝見したり、前から言われたのを見ているのですけれども、説明は非常

に分かるのですが、できれば資料にこういうことをやってこういう効果が出た。だか

ら、良かったのか悪かったのか書いていただくといいのですが。厚生労働省の発表で

も、このようになっていますというのは分かるのですが、２年前はこうだったと書い

ていないので、県の資料もそうなのですけれど・・・ 

 資料５の介護雇用プログラム、これはある意味でうまくいったと考えていいですか

ね。目標よりもたくさん雇用が出てきていいとするならば、我々はこういうものをじ

ゃあ続ければいいのかと思えるのですが。 

 技術専門校の定員充足率が下がった。じゃあ今度その施策はやめてこうすればいい

かな、という判断ができるようなご説明がない。今ついていくのがやっとで、どの施

策が良くてどの施策があまり効果がなかったというのは、グラフみたいなものはある

のですかね。 

 

井上会長 

 そうですね。今のところ提示された資料の中で言えば、１から６番までが現在報告

に挙がってきた内容です。具体的な成果とか、今の段階で簡単にできると思えない、

例えば制度の見通しというようなことですね。 

 

金子委員 

 そうですね。 

 

井上会長 

 それについて、若干事務局の方から意見をいただきたいと思います。 

 

鈴木委員 

 いいですか。追加で、今の提案と同感で一緒に答えていただければいいのですけれ

ども・・・ 

 雇用創出基金について市民タイムズに、その基金について何か使いづらい、余って

いるとか何かという記事が載っていました。この使い方とかで国の方からいろいろ制

約があるのだろうが、何か問題点はないのか。こういう点がもう尐し使い勝手が良く

なるとか、そういうところがあったら一緒に出してもらいたい。 

 新卒の高校生で就職が決まっても、それが本当にみんな正規社員なのか。就職した

企業の中身についてこれまでと同じなのか、何かが違うのか。もしそういう資料があ

れば、ぜひ追加していただきたい。教育だけでなく労働分野とかで一生懸命やってい

るとかというお話がありましたけれども、それの具体的な中身を一緒に説明してもら

いたいと思います。以上です。 
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井上会長 

 今の追加の質問も含めまして、それでは資料ナンバーごとに指名します。 

 資料１というのは、これは現在の雇用情勢に係る指標ということで、まずは資料２

ですね。雇用創成基金事業について、具体的な状況と施策の進め方、あるいは先ほど

のコメントであった使いづらさ等の現場からの声などが挙がっていたら、説明いただ

きたいと思います。これは労働雇用課ということになりますね。追加でお願いいたし

ます。 

 

寺澤課長 

 資料２の効果等についてでございますけれども、雇用人数全体は９，８６２人と書

いてございますが、一定の雇用創出にはつながっていると思っております。と申しま

すのも、先ほど資料１で説明いたしましたけれども、有効求人倍率０．６３というこ

とですが、特に資料の最近の雇用情勢という８月分の１ページというところの資料が

ございますが、月間有効求人数２万７，０００人ぐらい、月間有効求職者が４万４，

０００です。その差１万７，０００人ございます。こういった部分を県・市町村が基

金を使って雇用により吸収しようという事業でございますので、そういう面ではこれ

は効果があるだろうと私どもは思っております。 

 ただ、継続的に行政部門で雇用を創出するというのは無理があるのではないかと思

っております。と申しますのは、長野県の就労は大体１００万人ぐらいで、そのうち

公的職場は８万人程度でございます。これは学校の先生も、警察の方や消防の方も含

まれております。そこの部門で永続的に１万人以上の雇用を常に産み出すというのは、

なかなか難しいものがあるだろうと思っております。従いまして、民間で雇用を吸収

していくというのがやはり基本であろうと私どもは思っております。いかんせん景気

が回復基調とまではいきませんけれども、ある程度持ち直している中で、まだ雇用が

なかなか出てきていないという現状があります。引き続き対応していく必要があると

思いますが、いずれにしても有期的な事業であるという認識は持っております。 

 資料３の新卒未就職者の状況でございます。昨年第１回目の調査をしたら学校の方

への求人が非常に尐なくて、過去最低になっていました。その当時だと５００人程度

が未就職で卒業しちゃうのではないかというお話もあって、じゃあ何か緊急にそうい

った面の対応ができるかということで研究をして事業化した事業になります。事業化

した当時は、２６０名程度の枠を確保いたしましたけれども、結果的には３月では 

１２０名弱というような状況に落ち着きました。その中で、今回申し上げたとおり 

６０名の雇用実績があり、これはそれなりに効果があると私どもは見ています。 

 ただ、公費で１年間研修するというようなことは、ある意味労働市場をいびつにし

てしまうような施策でもあると思っておりまして、その点が懸念される状況でありま

す。景気の回復によって、新卒者が吸収されるというのが私どもは一番いいと思って

おりますので、いつまでというのはやはり課題になってくる事業だと思っております。 

 それから、ワークライフバランスの成果でございますが、資料番号は特にありませ

んけれどもアドバイザー事業、これはこれから労働人口が、例えば２０数年の間に 

２６～２７万人長野県でも減尐するとなっておりまして、その部分の労働力をどこで
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埋めるかという大きな課題があります。そういう中で、女性の労働力というのは非常

に規模も大きいですし、市場への流をこれから検討していかなければいけない状況だ

ろうと思っております。仕事と家庭の両立というのは中長期的に見て重要な課題であ

ろうということで、本年度は事業を広報・啓発に努めているところです。まだ、事業

を評価する部分には至っておりませんけれども、そういう認識を企業の人にも、働い

ている人にも持ってもらうということが重要であるとみて、現在２６９の会社を訪問

しております。こういったことを地道に進めていくことが、事業の総括はしておりま

せんけれども、今後も大切かと思っております。 

 それから、市民タイムズで問題点があるのではないかというご指摘がございました

けれども、確かにこの雇用基金の状況でございますが短期というようなこと、公の職

場で雇用をみているというようなことで、公務員法の適用とかいろいろな問題があり

まして、６ヶ月という雇用期間にしております。緊急雇用では更新はだめだという状

況でございましたけれども、そういうことではなかなか事業化できないということで、

国の方でも大分要件を緩和していただいております。緊急雇用は１年まではＯＫであ

るし、特別な介護プログラムなどでは対象事業の拡大、雇用期間の拡大もあり、大分

使い勝手は良くなってきています。 

 ただ、土木事業とかには適用されておりませんので、その部分が後に残された課題

になっていると思っております。いずれにしても、知事会等を通じて国にも要請して

おりまして、また基金は来年度までとされておりますが、本議会で更にその期間を延

長して欲しいというような意見書も採択されております。そういったいろんな機会を

捉えて、国に対していろいろ要望を伝えていきたいと思っております。 

 それから、今年度の高卒の状況ですが、ちょっと私どもは就職の具体的な数字を持

っておりません。ご了承いただければありがたいです。以上です。 

 

井上会長 

 それでは、資料番号の今度は４、５、６にあたりますけれども、１つずついきまし

ょうか。資料４の工科短期大学等の就職状況について。こちらの方から先ほどの質問

に対して続けてお答えいただければと思います。 

 

宮下課長 

 それでは、人材育成課の方から技術専門校、工科短大の入校・就職状況の結果とか、

動向について若干補足説明させていただきます。 

 まず、技術専門校の定員充足率につきましては、先ほど説明をさせていただきまし

た。全体で８０．６％という結果を得ております。その隣に、その前の年度８４．３％

になっておりまして、平成２０年度以前は６０％、７０％台の入校充足率ではありま

したけれども、学科の改編なり見直し等を行った結果もありまして、ようやく２１年

度以降は８０％を確保できているということは、ある程度そういう成果が上がってき

ているのかなという意味では、若者の確保ができていると思っております。 

 工科短大につきましても、若干厳しい結果になっておりますけれども、概ね１００％

近い定員充足率を保ったということは、結果としては良と判断をしております。 
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 ただ、やはり高校生の入校を確保しようということでアンケート調査をさせていた

だいておりますけれども、高校の進路指導の先生方であっても、技術専門校を本当に

よく知らないという先生方もおられます。というのは、学校はどんどん進路指導の先

生方が異動等によって変わっていく場面もございますので、私どもが調査したところ

によりますと、科目や内容等も知っているという県立高校は全体の約３６．８％しか

なかったということでございます。ここら辺のＰＲ活動を努めていく必要があるのか

なと考えております。 

 それから、就職の状況につきましては、結果として科目によって１００％のところ、

５０％を割るという結果でちょっとばらつきはございますけれども、この厳しい雇用

情勢で８０％が目標であったのですけれども７４．６％というのは、ある程度の成果

は出てきているのではないかと思っております。 

 ただ、企業の方から私どもの方に、技術技能の習得はいいのだけれども、社会人と

しての基礎マナー、いわゆる挨拶、基本がなっていないということのご指導をいただ

いております。この間も校長会議を開かせていただきまして、まず基礎基本マナーを

しっかりやって欲しいという、まず１点をお願いしておきました。 

 それから、やはり企業実習というか、いわゆる技専校なり工科短大の生徒達が、就

職に向けて企業に実習に行くというのが一番効果が上がるということが結果として出

てきておりますので、受け入れ企業の拡大をすると共に、企業実習を増やしていくこ

とで就職率を高めていく必要があると考えております。以上でございます。 

 

井上会長 

 ありがとうございます。内容については、また後ほど時間を用意しておりますので、

引き続きまして資料５に関する追加の説明を求めたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

吉川課長 

 資料５の介護雇用プログラムの成果についてでございますが、年度当初の目標でこ

の事業はいったん６月の補正予算を組んで増員増額をしております。従いまして、本

年度の目標が３２０人のところを現在で４３９人まで確保できたという、介護の施設

側にすれば一生懸命雇っていただくという姿勢が見えて、非常にありがたいというこ

とでございまして、現状で申し上げますとかなりの成果が出ていると思います。 

 ただ４３９人というのは、介護の雇用をしていただける枠を確保しているだけでご

ざいまして、実際にこれだけの人がハローワークを通じて介護施設へ雇用されるとい

うのはこれからの課題になっておりますので、この辺のところをまた一生懸命取り組

んでいけば、何とかこの人数の新規雇用につながるかなと思っております。 

 いずれにしても、課題は多々ございますけれども、多くの数を確保いたしましたの

で、事業者それから行政も一緒になって、この数の雇用に向けて取り組んでいるとこ

ろではございます。 
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井上会長 

 それでは、資料６番。こちらを引き続きお願いいたします。 

 

高柳課長 

 それでは、資料６に関わりまして、公立高等学校の子ども達の部分についてお願い

いたします。まず１点は、私どもが取り組んでおりますこの１から５までの取組みが

現在の就職状況に変化があるかという点でございます。２点目は、具体的な各学校に

おけるキャリア教育、いわゆる就職に関する教育の中身についてでございます。 

 まず１点目でございますけれども、１から５まで挙げさせていただきましたが何が

特に良くてということはなかなか難しいものがございます。しかしながら、９月末段

階の公立高等学校の卒業予定者の内定率は、昨年同期に比べまして４．１ポイント向

上しております。これは、先程来出ております製造業の若干景気回復のところが一番

大きいかと思います。従いましてそれぞれの各関係機関にお願いしております取組み

も生きているかと思うのですが、これだというふうに限定をすることはなかなかでき

ないと思います。 

 資料６の３にございます就職活動支援事業。これは、専門の方を今年度８名増やさ

せていただいて、先ほども申しましたとおり動けるお金も増やさせていただいて、期

間も早めにということをやらせていただきました。私どもは学卒、即新規採用という

社会だったわけでございますが、今は大きく変わっている流れの中におります。それ

に対応するには私どもがまだ学んでいかなければいけない点がございまして、就職を

具体的に受け入れてくださる企業の皆様方と学校関係者の間に入って、コーディネー

トしていただけるこの活動支援事業というのは、大変大きな意味があるなという認識

をしているところでございます。 

 続きまして、各学校におけるキャリア教育、いわゆる職業観・勤労観の育成につい

てでございますけれども、これは大きな国の制度改革を担っておりますので、本県だ

けではございません。文科省をはじめとしていかに子ども達に職業観・勤労観を養う

かということは、大きな日本の教育テーマになっているところでございます。そんな

わけで、本県といたしましても本年度小学校、中学校、高等学校のキャリア教育のモ

デルプランというものを作成して、年度末までにはパンフレットで全県のそれぞれの

学校にお示ししたいと考えているところでございます。 

 中学校におきましては３日間以上の職場体験というものを何とかやりましょうとい

うことで進めているところでございまして、昨年度ですと９０校以上が実施をしてご

ざいます。高等学校におきましては、平成１５年度からずく出せ修行就業体験という

事業がございまして、３つのコースに分かれています。５日間位のずく出せ事業とい

うことで、子ども達が自ら職場を探して働かせていただけるコース、ジョブシャドウ

という、専門的な職業にお就きの方の後ろについて学ばせていただくコースが１日か

２日であります。それから、ハローワークにいろいろお世話になりながら、ジュニア

インターンシップといって１日から７日間でやるような、具体的な就業の取組みをし

てきたわけでございます。 

 ご承知のとおり高等学校は本県４つのコースといいますか、大きな流れがありまし
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て、総合科を持っているところ、工業高校・商業高校のように専門的な高等学校、普

通高校の中で主に子どもさんが大学へ進む普通高校と、就職する普通高校と４つのコ

ースがあるわけでございます。今のずく出せ修行就業体験につきましては、それぞれ

４つのコースでまんべんなく子ども達が受けておりまして、全くやっていないという

学校はないわけでございます。 

 しかしながら、その職業観・勤労観というものを高校の１年生から３年生まで、着

実に培っていくというカリキュラムを持っている高校というのは非常に尐のうござい

まして、特に専門高校は就職の関係で非常に充実をしていたのですが、大学へ向かう

普通学校においては非常に遅れている面がございます。そんな点で、今年度から来年

度にかけて各学校に全体計画を策定していただき、小中で培ってきたキャリア教育の

上に高等学校で具体的にしていくというのが実状でございます。 

 

井上会長 

 はい、ありがとうございます。最後にご報告いただいた柳澤委員に関しては、こち

らの議論の中でまた追加的に情報提供をしていただければと思います。 

 既に質疑の中でいくつか内容に関わる話になっておりますので、議事を進めさせて

いただきながら、今ご報告があった話をもう尐し深めていきたいと思います。 

 議事に入る前にもう一度こちらで確認させていただきますが、今日の第２回の審議

会の開催目的というのは、平成２３年度の予算編成を前に、県が労働雇用問題につい

てどのような取組みをすることが望ましいのかということを皆様の方から忌憚のない

ご意見をお伺いして、来年度の施策の充実に努めるということになっております。追

加的な情報提供もございましたとおり、県の所管事項あるいは施策に関してお手元の

資料にあります施策体系、前回の審議会に提出された今年度の主要事業等をふまえて、

どのような点に力を入れていくべきかということを皆様の方からご意見を頂戴したい

と思います。 

 ご承知のとおり労働雇用問題は非常に範囲が広うございますが、今日の報告の中か

らは２つの大きな論点が出てきたという感じがします。１つは、先ほどから追加の質

問がありましたけれども、若年あるいは新卒者に対する就業支援という、非常に直近

の問題として立ち上がってきている若年労働の問題があるだろうと思います。２つ目

いくつか議論がありましたように、仕事と家庭の両立支援ワークライフバランスの論

点であろうと思います。特に、こちらのワークライフバランスに関しては男性の働き

方だけではなく、女性の就業支援を含む形で考えなければいけないという状況になっ

ております。そこで、本日は１つは若年雇用について、２つ目はワークライフバラン

スの推進と女性の就業支援についてというテーマを絞り込んだ上で、皆様からのご意

見をいただきたいと思います。 

 一番最初に若年新卒者の就業支援について、ご意見をいただきたいと思います。前

回の審議会の折に発言がいくつか出てきたわけですが、就業意識あるいはコミュニケ

ーションスキルの醸成といったことが不十分で、非常に働く自信であるとか、社会性

が欠けている若年に対する就業支援を実施しなくてはいけないというような現状があ

るわけです。どのような視点で若者の就業意欲の底上げを図っていくことが必要なの
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か。これらのところも含めて皆様からご発言があれば、自由な発言という形になりま

すのでよろしくお願いします。 

 

中山委員 

 よろしいですか。連合長野の中山でございます。 

 春闘の関係でございますが、去年は大変厳しく、いわゆるリーマンショックのため、

今年は若干回復している状況でございますけれども、リーマンの前に比べると比べも

のにならないくらい落ち込んでいるというのが実態でございました。今も労働相談と

いうのを受けているのですが、かつては非正規職員の相談を多く受けておりましたが

今は正規の皆さんの雇用が圧迫をされているという相談がほとんどでございまして、

かなり厳しい状況になっているというのが実態だということを申し上げたいと思いま

す。 

 その上で、若年者の部分で前回もちょっとお聞きをしたかと思うのですが、特に教

育の部分だと思います。技術専門校も含め求人をいただくために企業をかなり訪問し

てお聞きをすると、総務担当の方がおっしゃられているのは、とにかく即戦力が欲し

いのだということをすごくおっしゃっているのですね。申し上げたいのは、この即戦

力が欲しいと言っている総務の方々がハローワークに来て、こういう人が欲しいとい

うのを書くわけですよね、求人票のところに。その書く内容、具体的にこういう人が

欲しいのだということを、実際に話をする機会があるのかどうかということをお聞き

したいのです。例えば、佐久の方で残念ながら就職率が非常に厳しいとなっておりま

すけれども、昨年も確か厳しかったと思います。そういうことを受けて、次にどうし

たらいいかという、それをぜひ若者の部分についてもやっていっていただきたいとい

うのが１点でございます。 

 それから、ワークライフバランスの関係で申し上げますと、正規の社員の皆さんに

お聞きをしますと、休みたくても早く帰りたくても帰れないという実態がございまし

て、要するに片方で働けない人達がたくさんいて、働きたいと言っている。片方は長

時間労働で厳しいという。ワークライフバランスが、仕事と生活をきちんと均衡して

あげましょうというのであれば、正社員が早く帰って、そして働けなくて困っている

人達がその分を担ってできるような、そんなシステムを考えていただく。労働局へも

ご提案したのですけれども、働きたいという方などの何かデータをお持ちになってい

ただいて、働けなくて困っている人達がそこに入って行きながらきちんとカバーをし

て、ワークライフバランスの実現ができるという、そんなシステムがあってもいいん

じゃないかと思います。もう長時間労働で苦しくてワークライフバランスなんかとん

でもない、できないという方がいる。片方で働きたいのに働く場がないという人達が

いる。まさに働きたい人と働けない人の調和が取れていないのではないかというこの

２点を、意見といいますか、質問を含めてなのですがよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

井上会長 

 はい、ありがとうございます。まず、中山委員の前半ですね。今の話からいくと、
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１つは地域であるとか、もう尐しピンポイントで就業改革だとか、就業支援みたいな

ものを実施するという、そういう話だと理解していいわけですね。では、今のような

動きについて、県の方からまずその辺の含みの可能性みたいなところを尐しお話いた

だければ、あるいは、具体的に実施をしているかどうかということについても、尐し

ご意見を聞かせていただければと思います。 

 

寺澤課長 

 労働雇用課から申し上げますけれども、特に就職に関わる職業斡旋については、国

への届け出制になっており、県が就職斡旋を行っているのはいわゆる就職弱者と言わ

れている障害者、中国からの帰国者、母子家庭のお母さんに限定されて、対応ができ

るというような体制になっております。こういったものについては、おっしゃるとお

りピンポイントという感じになろうかと思います。 

 それから、技能、生活相談、キャリア形成の指導、履歴書の書き方、面接の仕方と

かいろんなものが相談でありますが、こういったものは若者であればジョブカフェ信

州で指導を行っております。また昨年９月上田と伊那に緊急求職者サポートセンター

というのを設けまして、ここで県が担っているのが生活就労支援とかでほぼ個別にや

っている状況でございます。こちらに相談に来られた方は、私どもは履歴として一応

管理しておりますので、そういう面ではポイント的なアドバイスを行っております。

職業紹介についてはなかなか難しい面がございますので、今後の課題だと思います。 

 

井上会長 

 今の話からいくと、やはり教学指導課の高柳さんからも尐しコメントをいただきた

いと思います。５つ公立高校生に対する就職支援という形で取組みがあるわけですけ

れども、もう尐し具体的に地域的な差、特性みたいなものを反映する形で事業そのも

のが実施されているかどうかという辺りはいかがでしょうか。 

 

高柳課長 

 それでは、ただいまのご質問についてでございますけれど、この２８人の就職支援

員につきましては、各学校の校長が面接をして採用させていただいております。それ

は、今の中山委員さんからもご指摘がありましたとおり、やはり地域の実情をよく知

っている方でないと就職はもう個々対応でございますので、一人一人の子どもさんの

特性に対してこういう企業、こういう職場ということになって参ります。そういう点

で、地域の方をよく知っていただいている方に入っていただいているのが現状でござ

います。 

 それから、いわゆる即戦力が欲しい、こういう人材が欲しいのだということが、学

校現場の方にどのように伝わっているかというご質問ですが、資料６の⑤キャリア教

育の低学年からの早期着手の次に労働講座・職業講話というのがあり、各企業の皆様

方にお越しいただきまして、子ども達に話をするというような機会がございます。こ

ういう全体的なものと、各企業の人事担当の皆様方に私どもの学校関係者の支援担当

の者と直接高校に出向いていただいて、お話をさせていただいて、こんな人材を欲し
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いのだということをお伝えいただく面は多々あるわけでございます。就職者が多い学

校においては、挨拶から始まって、身の振り方まで会社に行ってきちんと役立つよう

にというような細かいことまでさせていただいているのが現状でございます。 

 ただ、先程申しましたとおりかなり幅がございまして、例えば大学に行く者が多い

普通高校等におきましては、大分遅れているという面がございます。県といたしまし

ては、キャリア教育その他高等学校で進められるようなことは今後推進していかなけ

ればいけないと考えております。やっている所でも一人一人十分身に付いているかと

いうとそうではなくて、一生懸命やったのだけれど、企業の方で欲しくないという子

どもさんが現実に生まれている、先ほどの力という点でいくとまだ身に付いていない

現状があると認識しているところでございます。 

 

井上会長 

 栁澤さん。 

 

栁澤委員 

 今のご質問の中で、長野県の方で就職活動支援員ということで２８名を配置してい

ただいて、国の方もハローワークにジョブサポーターという、これも１８名増員をし

まして３４人を配置をいたしました。就職支援を役割とする者は、求人が出た段階に

おいてその事業所との橋渡しという形でどういった人を求めているのか、この人では

使えないのかというような個別の求人に対するコーディネートがその役割に含まれて

いるということなので、その辺の情報の連携というのは多分今後もっと密になってい

くのだろうと思います。 

 新規学卒ということではなくて、若者という形で捉えていった場合には、やはり即

戦力というものに対して斡旋できる、いわゆる求職者がハローワークにどのくらいい

るかということになりますと、これがなかなか難しくて、先ほどありました訓練とい

う形でスキルアップをさせるという段階においても、企業が求めるレベルとかなり差

があるということが企業側からも私どもの方に要請が来ております。その辺で差をど

ういうふうに縮めていくかとことが、やはりこれから若者が第２、第３という就職を

していく段階においては、非常に重要なポイントになってくるのかなと思います。 

 

井上会長 

 はい、どうぞ。 

 

鈴木委員 

 若年、新卒の雇用問題は、私自身そんなに名案が浮かばないのですけれども、基本

的に今の話だといわゆる雇用が出てこないという意味で、私はここの使用者の皆さん

に若者を雇用するにはどういうのがいいのか、ネックになっている経済状況は別とし

て、例えばどういう支援があればいいのか、具体的な話をしていただいて本当に行政

として支援できるかどうか、そういう意見を聞きたい。私どもの方でも、労働相談は

けっこう若者で、確かに労働者としてもう尐し頑張れよ、仕事をしっかりやれよと言
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いたくなるような部分もある。だけれども、基本的な働く者の権利、そういうものを

知らない人が多いのですよ。だから、そういう意味で長く続く、若者自身が働くとい

う意味において、働く者の権利をしっかりと勉強して理解するということをベースに

すれば、当然働き方もしっかりしてくるし、雇用も生まれてくると思うのですよね。 

 だからそういう意味では、企業、教育の中の労働雇用のあるところでも単なる職業

のチェック的な研修みたいなものではなくて、労働者としての権利とか、そういう講

座をしっかりと入れてやっていった方がいいのではないかと・・・・ 

 

井上会長 

 今の鈴木さんの意見なのですけれども、まず後半のことについて確認をします。こ

れは担当からいくと高柳さんにお願いすることになると思うのですけれども、今話に

出た労働講座・職業講話の具体的な内容を尐しお話いただけますか。 

 

高柳課長 

 ２つございまして、先ほど私の方で申し上げさせていただきましたが、働く時に職

業的にどんな力が必要かということをやっています。 

 それから、社会科の中に政経という科目があるのですけれども、その中で雇用関係

というような部分も学んでおりますし、労働講座の中でもその雇用関係の中のガイダ

ンス的なことは子ども達に指導していると認識しております。 

 

鈴木委員 

 十分効果はあるのでしょうか。どのくらいの時間をかけてやっているのか。 

 

高柳課長 

 本当に子ども達一人一人に定着しているかという点では、まだ足りないものがある

という認識をしております。 

 

井上会長 

 実際に使える教育の内容にするという点でいいますと、これは私も大学の方で教育

していれば見えるわけですけれども、先ほど鈴木さんが言われたような労働者の権利

性の問題というのは、これから今以上に重要になってくるだろうと思います。例えば

雇用創出基金の事業という形で行われても、これは３年のどちらかというと有期雇用

なのですね。となると、こういう形で公的な資金に使われている労働というのは、い

わば入口のような形で有期雇用に入っている。こういう形でサポートされている人々

は、その権利性の問題というものを捉えられないまま、結局国からお金が下りなくな

ったので雇用が切られましたという状態となり本末転倒としか言いようがない。やは

り労働者の権利性云々の問題というのは、労働講座や職業講話の中に１つ重要な柱と

なるのではないかという感じが私としてはしますね。 

 それと同時に、鈴木さんの前半の話なのですけれども、経営側にとって欲しい雇用、

特に若年の雇用の問題をどのような形で企業側にサポートしていただけるか、これは
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なかなか難しい意見になると思うのですけれども、金子さん何かありますか。 

 

金子委員 

 これは、先月向かい側（労働者側）のみなさんと経営者協会と今後長野県をどう考

えるか意見交換会をやりまして、その時に申し上げたのですけれど、私ども製造業と

いうのは長野県内でも多分２０数％ですから、県の補助というのはないのですが、今

私どもが抱えています問題は今後の日本経済がどうなっていくかという、景気がいい

悪いではなくて、産業構造がどう変わっていくかということだと思うのです。高度成

長期の時は伸びていましたし、今の中国と同じように常に何でも売れるということで

ございましたから、仕事もたくさんございました。 

 現在では今日本の給料が中国の給料に比べると、円高になりましたので、多分１２

倍とか１３倍というところになっていると思います。いわゆる単純労働、単純事務と

いうのは日本から消えていくということだと思うのです。単純労働、単純作業、単純

事務はなくなる前提で高校生に何を勉強してもらったらいいのか。当然スキル、技能

というのは簡単には付きませんので、工科短大とか技術専門学校でその基礎を学んで

もらうということはとても有意義だろうと思っています。 

 我々製造業とすれば日本の生産をいかに縮めるかというのが課題になってくると思

います。もう皆さんご存知のとおり、今トヨタさんも日本ではもう生産が残せないと

言っていますけれども、外注も残るとは言っていませんので、そういうことの影響が

これから一番出てくるはずであります。その時にどのようにやっていくかとすると、

やはり技術・技能・人・スキルを付けるしかないということだと思うのです。 

 つまり、誰も最初はできませんから、我々の企業に入ってもらって最初にするのは、

今後どのようになっていくのか、どんなことを将来やってもらいたいのかというとこ

ろから始まって、例えば機械科であれば本当に鉄材を入れたり出したりというところ

から入っていくのです。ところが高卒ですと大体そのあたりで辞めてしまうというこ

とですので、ある種の悪循環が起こっています。教育費用というのはここに書いてあ

る６０や１００万では到底合わないので、やはりあまり雇わないようにしようとかと

いう恐れがあると私は思っています。今日は、皆さんそれぞれからお話いただければ

と思いますが。 

 

井上会長 

 皆さん、いかがですか。 

 

吉田委員 

 吉田工業の吉田です。弊社では自動車部品の製造を行っています。稀なケースなの

ですが、競争企業の事業撤退や事業後継辞退による廃業などのケースがあり、弊社へ

そういった企業の仕事の受託があり、お陰さまで雇用の創出ができ、本年大勢の採用

をさせていただきました。その際、ハローワークを通して（中途採用）採用枠に対し

３，４倍の応募をいただき、その中から選出させていただきました。また、ハローワ

ークの雇用助成をフルに活用させていただき、非常に効果的でした。 
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また、介護雇用の関係でヘルパー２級の資格をとるための助成が創設されました。 

弊社の社員で旦那さんがガンとなり、闘病中看護に大変御苦労され、結果旦那さんは

亡くなられてしまい、その経験から、この助成を使い資格取得にトライし弊社を退社

され、介護の道を選ばれたケースもありました。 

新卒の採用についてですが、現状は就職難ですので弊社としては、優れた人材雇用

のチャンスであり、リクルートを使い逆に費用をかけて、普段なかなか採用できない 

大学の工学系の生徒を本年度採用しています。来期２０１１年度は６名の採用が決ま

っていて、今週その方達と食事会をする予定です。  

ハンディーキャップをお持ちの方の採用についてですが、以前どこで勤めていたか

もよく知っている方を今年雇用させていただいています。その際補助される方が３名

来られて入れ替わりで回っておられました。実際は自分たちで対応できるので、必要

ないのですが。補助者に作業着がないとういのでうちの方でお出しして、人が変わる

のでまた作業着をお出しして、ということがありそんな必要があるのかなということ

もありました。 

こういった、雇用対策によるあらゆる影響も、現場の生の声として、知っていただ

ければと思います。 

 

井上会長 

 はい、ありがとうございます。では、吉田さんのお隣の百瀬さんいかがでしょうか。 

 

百瀬委員 

 私どもはプラスティック成形をやっておりまして、非常に海外展開しやすい業種な

ものですから、お陰様で今内需をいただいているメーカーさんとのお取引ばかりで何

とか今年も無事にいけそうかなという状況です。円高が進んでしまって、海外から物

を仕入れたり、海外に物を売ったりというようなことを考えなければならないのかな

ということの中では、今後内需の製品を海外で作って国内に持ってきた方がベストな

ので、そういうことを考え始めています。 

 皆様のお話を伺っていると、スキルを身に付けさせる、あるいは即戦力があるとす

ぐというようなことをおっしゃっておられますけれども、私どもみたいな企業はわず

か６０名しかいない小さな企業なので、本当に即戦力になる方を選ぶというのは基本

的にはできないのです。そんな企業といえども、一応は新卒も採っています。 

高卒を採った時の非常に苦い思い出というのがありまして、連続して毎年高卒を採

った年があるのですが、何のために働くのかという意思を全然そのお子さん自身が持

っていないのです。ですから、ちょっとつらくなると休むし、例えば会社で叱られた

ことを親御さんに言うと親御さんが出てきて、うちの子は高卒なんだからもう尐し長

い目で育ててくださいとおっしゃるのです。もちろん挨拶ができたり人間として最低

限のマナーを身に付けているというのは必要ですが、うちは昨日まで土木作業員だっ

たような方も来たりするのですね。挨拶なども全くできないのですが、ご本人が働く

ということに対してのモチベーションをものすごく持っているのです。 

ワークライフバランスというお話も出ていましたけれども、仕事と自分の生活をど
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ういうふうに見ているのかという基礎の部分をご本人が持っていない限り、周りがワ

ークバランスを取ってあげるなんていうことも無駄なことで、何の意味もないのかな

という気がいたします。 

 韓国のメーカーさんとおやりになっているある企業さんが、韓国と仕事をしていて

脅威を感じるのは、一従業員でさえも韓国という国の国力を上げるために自分達はこ

の仕事を頑張っているのだという表現をすごくされるとおっしゃってました。今は日

本に発注をして物を買っているけれども、いずれは自分の国でやるために学んでいる

のだという意識を持っていることはものすごく脅威である。日本は今そういう感覚を

持っている国民がいるのだろうかと・・・。 

 そんなことも含めて、若年層と言われる世代の皆さんが、やはりこれから長い自分

の人生をどう働いていくのか、どういうモチベーションを維持していくのか、それが

ない限り、どんなに教育に力を入れようが、周りが手を差し延べようが、３年で辞め

るでしょうし、その先もないのかなというような気がします。 

 

井上会長 

 ありがとうございます。それでは、宮下さんの方からお願いします。 

 

宮下委員 

 私も今吉田委員、百瀬委員がおっしゃるとおりだと思います。私どもの会社はもっ

と小さいのですが、やはり高卒で入れますと半年持ちません。もう家庭で教えるよう

なことから始めて、掃除の仕方から入ります。でもそれすらできないものですから、

半年かかりますね。やっとこれで実務の方を教えようかという段階になりますと、辞

めていかれます。送り迎えも親御さんがやっている人がいましたし、それはちょっと

もう社会人としては働くという姿勢ではなくて、高校の延長のような感じの女性の方

もいらっしゃいました。男性は、働く意欲はありますけれども、やはりどこかで何か

を言われると、もうそこで辞めていかれるということがほとんどです。 

 今、当社も国内だけではとてもこれからの問題乗り越えられませんので、各事業を

展開しておりまして、そういう部分の雇用創出はプラスになっています。今年も短大

の女性が入ってやっていますけれども、高卒よりは親元を離れて東京の学校で経験し

ている方のほうが長く勤めることができるようです。大体短大卒で入りますと結婚す

るまで、結婚すると同時に辞める方がほとんどなのですけれども、５年～７年続きま

すので、短大卒か四年生以上を紹介していただいて入れるように１００％しておりま

す。  

 育てるということは半年かかりますので、実務に入る段階で辞められると本当に何

倍もの時間を無駄にしたというふうになります。やはり多尐なりとも学校等で社会適

応した人の方が即戦力になると思います。 

 

井上会長 

 はい、ありがとうございます。関委員いかがでしょうか。 
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関委員 

 今日の話は、平成２３年度の施策に対してどう考えるかということだと思いますが、

来年度を考えるにあたっても中長期的にどういう長野県の状況になっていくかという

ことが一つないといけないと思います。 

そのような観点からすると、まず長野県を含めて多くの地方は製造・ものづくりが

主力産業になっています。約２０年前に東西冷戦が終わり、グローバル市場がはじま

って、リーマンショックがありました。中国という大きな市場とアジア新興国の台頭

がありました。グローバル経済の第２ステップに突入した感じです。そのなかにあっ

て、雇用創出力の大きかった製造が中国や新興国にシフトされ、わが国、あるいは長

野県での製造は減尐傾向にあります。地方の雇用が減尐し、大都市と地方の格差問題

が大きくなってきそうです。 

このような中での高校生の新卒の就職ですが、学校現場と産業界の間を取り持つよ

うな人を増やすなり、なんとか採用を減らさないように企業に頼み込んだりいわば力

ずくでやっています。 

しかし、このところ数年にわたって専門的・技術的な仕事は求人が求職を上回り、

単純な生産労務の仕事はその逆で就職が難しい状況にあります。単純な生産労務の職

業はもう日本からなくなってくるということが表れているわけです。わが国の製造業

が生き残っていくためにはより高度な技術・技能を目指してやっていく以外にないわ

けです。そうしますと、求められる内容というものも変わってくることがわかるわけ

です、それぞれの教育の仕方も変えなければならない。長野県内に理系の工業高校が

いくつかありますけれども、その各工業高校がそれぞれの入学案内をつくっているわ

けですが、それを一覧にして、その卒業生がどんな企業で、どんな分野で活躍してい

るかがわかる工業系高校の冊子をつくって県教育委員会を通して中学校とその保護者

に無償で配布しましたところ好評でした。子どもたちには個性があり、各人の得意分

野があるわけですが、もう尐し長野県の工業高校の良さを知ってもらいたいというこ

とも必要だと思いました。 

今年は、高校生の就職支援について、商工労働部の方でもお考えいただいて、就職

できなかった高校生のために企業での実習を試みる形での支援をいただきまして６０

人の高校生が助かっています。来年は、国でも似たような支援策をはじめました。今

年は県教育委員会でも昨年より１ケ月早めて就職活動を開始し、企業の景気も昨年よ

り改善されてきましたが、このところの円高で先行きの見通しが不透明になってきて

いますので、いずれにしろ来年もこのような安全弁を今年の経験を改善しながら考え

てもらいたいと思います。 

 

井上会長 

 今、関さんが言われたような論点で言うと、中長期的戦略というところに、若年労

働に関しては３つの側面が出てきていると思います。 

 １つは何かというと、やはり生活の基礎も含む職業教育を実はやらなければいけな

いという状況が出ているだろうと思います。 

 ２つ目は、いくつかの経営者の皆さんから言われたように、若年層のモチベーショ
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ンに関するものは、相当社会的に低下をしている。この２つをどのような形で職業教

育で実施するかという、非常に教育と雇用の架け橋に位置付けられるような内容であ

って、これはやはり何らかの形で行政的な対応、あるいは施策的な対応が可能な領域

ではないかという感じがしています。 

 そして、３つ目なのですけれども、これは長野県の方でどうするかという舵とりの

問題になるだろうと思いますけれども、人材育成としての職業訓練ですね。これをど

のような形で、もう尐し具体的に進めるか。というのは、先ほど紹介がありましたよ

うに公立高校全般で見ると、就職の問題が出ているわけですけれども、例えば職業訓

練校であるとか、短期大学校で実際にものづくりなどのトレーニングを受けた連中と

いうのは、相当就職率も高いわけです。ここの部分にもう尐し注目をするならば、高

卒の就職率を回復させるだけでなく、卒業生に対してどのような形で就職につながる

ためのトレーニングをして彼らを引っ張り上げていくかということも、対応の１つと

して考えられてもいいのではないかという感じがするわけです。 

先ほど関さんが言われたような実習のような形での職業体験、それと併せてさきに

僕が言いましたような生活の基礎であるとか、働くということのモチベーション教育

を進めていくというのが、若年に対しては非常に有効性のある段階的な対応になるの

ではないかと考えます。はい、お願いします。 

 

福沢委員 

 キャリア教育についてですが、今ちょうどおっしゃっていただいた点なのですけれ

ども、キャリア教育についてどのような教育をしているのか。職場でどのようにやっ

ているかとか、基本的な応募の仕方みたいな形をキャリア教育と考える方がすごく多

いのですが、今後労働者としてどのように権利を知っておくかということはもちろん

ですし、やはり自分が働くという市場にいるということを理解してもらわなければい

けないと思います。特に、新卒の労働者が仕事のチャンスを奪われるということはと

ても大変なことであるということ、社会全体が今気付き始めていますけれども、本人

が気付かないとだめなのです。今のままでいくと、訓練のできていない３０歳という

者がいずれできてしまいます。年齢というものは全てではないですが、いくつの時に

大体どのようなことをやっておかなくてはいけないというようなことを俯瞰するキャ

リア教育でないと、目先のとりあえず突破しましょうというキャリア教育では全然だ

めなのです。 

これまでの職業指導と言われてきたものは、往々にしてそちらの方だけ、目の前の

進路だけを考えることがすごく多かったのです。今後キャリア教育を考える時には、

自分がどのような立場なのか、新卒の人達に仕事の機会がないということは、労働力

を売る機会を奪われている、労働力を売るということは自分の労働力を売りながらい

ろんな経験とか情報を入手して、更に自分の労働力の質を高めていくという仕組みな

のだと、そのチャンスがないことで、自らの将来を閉ざしてしまう可能性があるのだ

ということを、理解してもらわなければいけないのです。 

 ですから、３年の時限措置であったとしても、就業の機会が与えられるということ

はいいことなのですが、その時に何をしなければならないかということのモチベーシ
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ョンをしっかり与えることと、３０歳までにどのような基礎固めをすべきかというよ

うな辺りをやっていただきたい。大体働く時間は４０年間あるとしても、いきなり 

５０、６０歳のことまで考えるのは難しいので、とりあえず３０歳が職業人としてあ

る程度の完成度というものを求めることができる年齢だと思うのです。それをどうい

うふうにするかという感覚でのキャリア教育が、すごく重要ではないかと思います。 

 

井上会長 

 ありがとうございます。若年問題というのはメニューは結構数多くある。その中で

どのような重み付けをして実際には施策の中に展開するかということは、もう尐し精

査が必要かなという感じがしますね。 

 

福沢委員 

 それからもう１つ、キャリア教育を教員に行うというようなことはなかったとして

も、その教員に行うのが誰なのかというのが重要なことです。教員の皆さんにどのよ

うな職業経験があるかというと、先生しかやっていない方がすごく多いのです。なの

で、キャリア教育を受けるとすれば、かなり広範囲なキャリア教育の経験者から教育

を受けることが大切で、教育関係者の中だけで終わってしまうようなキャリア教育で

は、あまり意味がないのではないかと思います。 

 

井上会長 

 ありがとうございます。話は尽きないわけですけれども、もう１つワークライフバ

ランスの話もあるだろうと思いますので、尐しこちらの方でも何かご意見がありまし

たら、皆様の方から自由に発言をいただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、

中村さん。 

 

中村委員 

 ちょっと戻ってしまうかもしれないのですが、提案ということで。夢も希望もない

ではないですけれども、本当に現実は厳しく、本当に若者が置かれている立場、背景

を考えるにあたっては、いろんなことをやっていかなければいけない。じゃあ今何が

できるかというところでの提案なのですけれど、労働組合は、かなりいろいろな職種

があります。そういう労働組合を活用していただいて、働き方のルールとか、地域の

中の学校とかに呼ばれていって講座を持つ、職業観みたいなものを皆さんにお話しし

ていくといったことをやっていったらいいのではないかと思います。 

 私なんかは恥ずかしいのですが、先ほど３０歳を目処にというお話がありましたが、

そういう子どもを抱えていて、訓練を受けないまま普通校に進学し、正規職員になれ

ない、非正規を点々としているうちに何が訓練されているのか分からなくなってしま

って、生活保障の安定がないというところでどうしていったらいいのだろうかという

現実がすごく迫っています。やはり労働組合を活用していただいて、こんな職業があ

りますよとか、いろんなことを相談してくださいと申し上げたい。 

 今朝もＮＨＫの特集でやっていましたが、貧困の子ども達は卒業アルバムのお金が



26 

 

払えないとか、お母さんが３職種働いていて授業参観に１度も６年間出なかったとか、

そういうのが現実なのです。そこを何とかしてあげるように、労働組合を活用してい

ただければと思います。ワークライフバランスも、やはり長時間労働の見直しがない

限りはむずかしいと思います。 

 

井上会長 

 なるほど。はい、どうぞ。 

 

根橋委員 

 若年層の雇用ということで、就職率を高める視点についていろいろお話を伺ったの

ですが、もう１つ。若い皆さんが本当に納得できる仕事に就けられているかという視

点も、やはり重要ではないかなと思っております。皆さんが本当に納得した仕事に就

けるかどうかも、今の新規採用認可方式みたいな仕組みでいくと、１８歳または２２

歳の時点で本当に一生の仕事を選択することが求められる。その時点で求められるこ

とになると思うのですよね。 

 企業活動の源泉となる人材力という視点でも、そういった若い皆さんの力を引き出

すということは非常に必要だと思いますし、高卒はすべてだめというのではなくて、

そういった皆さんがこういった仕事をやりたいといったようなものを、こういう機会

に身に付けることは必要なんじゃないかと思います。 

 今、大学ではどうなっているかわかりませんけれども、ギャップイヤー制度とか、

インターンシップ、そういうものも積極的に活用いただいて、自分の能力、または好

きな仕事を選択できる機会を何らかできる制度の構築を、全ての機関でも進めていか

なければいけないなと思っております。 

 

井上会長 

 ありがとうございます。 

 

百瀬委員 

 先ほど若年層の雇用に対する意見的な言い方をしてしまったのですけれども、若年

層の雇用を推進させるためには年配者の方にどういう働きかけをするのかということ

もとても大事かなという気がします。 

 ６５歳まで延長をしてお勤めをしていただいているのですけれども、私どもの企業

に限ってのことなのかどうかわからないのですけれども、若い人が入ってくるという

ことに対して年配者の方がすごく警戒心を抱いていると感じるところがあります。 

社内の中で自分の仕事を若い人達に譲っていくことは、自分の職場を奪われること

につながるのではないかなという意識がとても高くて、やはり日本の景気動向などを、

お年を召した方は肌で感じているわけで、その中で自分達はこの先どういうふうにし

て体力、あるいは気力を比較した時に、賃金も含めて若い人とどう闘えるのかという

ようなところをすごく感じておられるなという気がするのです。 

 もちろん、若い人達を企業が受け入れた際に、即戦力の方が採れるなんていうこと



27 

 

はまずないので、企業としてその若い子をどうやって育てて一社会人にしていくのか

ということも、おこがましい言い方ですが、企業の使命だと思います。ただ、やはり

全体が不安だということの中では、お年を召した方がなかなかそこに協力的な態度を

とれない。だから、ワークライフバランスの話がありましたけれども、若い人に仕込

んで、その人が働けるような環境を作ってもらいたいと思うのですが、これは俺じゃ

なきゃできないからという抱え込み方をする方がいるのが事実です。 

金型部門を別会社で持っているのですけれども、もうご存知のように日本の１、２

と言われるところが倒産してしまったり、合併をしたりというのがつい最近ありまし

た。中国にどんどん金型産業を持っていかれてしまっています。佐久地方がすごく盛

んなのですけれども、今までうちも佐久の企業に出すとこの形状ができたのに、とい

うところがもうなくなっちゃっていて、それを受注する時に非常に困るということが

おきています。やはりお年を召した方の実力をきちんと守るような象徴を作ってあげ

ることこそ、若年層の雇用にもつながるのかなと感じます。多分ひいてはワークライ

フバランスにもつながってくるのではないかと思います。 

 

井上会長 

 ある意味で地域の能力ですよね。それをどのような形で次世代に伝えていくかとい

う話はすごく重要であるという感じがします。他の皆様お願いします。 

 

渡辺委員 

 経営も雇用も厳しい中で、ワークライフバランスということがなかなか言いづらい

という面はあると思います。ただ、このような働き方が続いていけば、恐らく子ども

は生まれないだろうし、その結果として国内市場というのがだんだんと縮んでいく。

外需頼りにせざるを得ないというような悪循環に陥っていくような気がします。です

から、こういう厳しい状況だからこそワークライフバランスというのを、これからど

ういうふうにバランスを取ってやっていくのかということを考えていかなければいけ

ないと思います。 

 今、馬車馬のように長時間働かなければ、辞めるかパートに変更せざるを得ないと

いうような現状があるわけですよね。そういう中で、制度的には非常にバックアップ

は難しいとは思うのですけれども、ワークシェアリングみたいな制度設計も必要にな

ってくるのではないかと思います。 

 

井上会長 

 ありがとうございます。他の皆様ありませんでしょうか。はい、中山委員さん。 

 

中山委員 

 先ほどと関連するかもしれないのですけれども、キャリア教育の関係なのですけれ

ど、社会教育にとって一番重要なのは、私はアルバイトだと思うのです。アルバイト

を学校がどういうふうに考えているのかわからないのですが、実際社会に出てみて働

いてお金をもらって、労働とは価値なんだ、労働ってどういうもんだ、お金がもらえ
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るものなんだということがかなり見えてくるのです。ですから、高校の単位をとって

卒業ということだとすれば、私はアルバイトをやることは１つの単位として認めて、

それを積極的に導入していくというのがかなりいいのかというのが１点。 

 それから、ワークライフバランス。これも教育だと思います。馬車馬のように働か

ないとこの会社にはいられないのだという、そういう企業風土の中でどうしてもお金

を取らざるを得ないという実態がございますが、そうじゃないのだと思うのです。本

当に働くことはこういう価値観なんだよというのは、やはり中学・高校へ働く人達が

行って、つらいけれども労働とはこういうものなのだということをきちんとお伝えす

ることによって、ワークライフバランスというのが定着をしていくのだろうと思いま

す。 

 

井上会長 

 なるほど、そうですね。もう労働雇用政策だけで対応できるような状況には、若年

の場合はない。ワークライフバランスを１つの視野に入れた瞬間に、雇用ともう１つ

プラスアルファ啓蒙的な部分も含めて、雇用プラス教育というのが非常に重要になっ

てくるのではないかという感じがします。今後の中長期的な部分で、じゃあ長野はど

のような形で、若年を含めて社会全体の人材を編成していくかというところで、もう

尐し雇用の問題も考えていかなきゃいけないのではないかと思います。 

 尐し時間が押しているのですけれども、本日ここまでの議論の中で、もう尐し皆様

に確認をしておきたいような論点がありましたら、この場でご発言をいただきたいと

思いますけれどもいかがでしょうか。 

 

 

関委員 

 ワークライフバランスについて、私が思っていますことは、まず全国的に７５％く

らいの企業で普及しています。しかし数年前に中央の公労使で申し合わせたのは、仕

事と生活の両立をはかり仕事の質を高めていこうということだったと思いますが、今

の問題点として、限られた時間を仕事にとるか生活の方にとるかに終始しているよう

に感じられます。ゆとりがなくなって本来の目的がかすんでしまっているようです。 

それから中村さんの方からキャリア教育について労働組合をもっと活用したらとい

うような発言がありましたが、経協では年に３０回くらい経営者、管理者が中学や高

校にボランテイアで出かけ、出前授業をしています。よくＮＨＫのテレビなどでいろ

いろな分野で成功した著名人の先輩が自分の卒業した高校に行って話をしている、あ

のようなことをやっています。 

また、企業は即戦力を求めているという話がありましたが、経営者側は必ずしもそ

う考えているわけではありません、学校では基礎力をしっかりやっていただきたい、

専門教育は入社してから企業でやらなければならないと思っています。 

モチベーションとか仕事のやる気は最も基礎的なものですから出前授業でも繰り返

し話をしているわけです。繰り返しになりますが、来年の高校新卒の雇用の問題はセ

ーフテイネットとして力を入れてもらいたい、大卒は全国的に政府も取り扱うでしょ
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うが、地方では高卒を重点にやらなければならないと思っています。 

 

 

井上会長 

 ありがとうございます。特に、高卒に対する支援ということになると、先ほどのご

報告の中にあったように、商業科、工業科よりも普通科からダイレクトに就職をとい

うこの層をどのような形でちゃんと結ぶかということになるかと思います。 

 もう尐しいろいろなケースに対応するような形での対応が今後は必要ではないかと

いう感じがします。はい、お願いします。 

 

栁澤委員 

 高卒の就職環境が厳しいということで、生徒達が皆進学を目指して県外の学校へ流

出していってしまう。就職の段階になるとその人達が地元には戻ってこないというこ

とが、この長野県としては危機的な課題ではないかと思います。やはり、高卒の段階

で就職口があるのであれば、ここにとどまる者がかなりいるんじゃないかと思います。

大学に進学してしまうと大学そのものが本当に全国の中で希薄化してしまいますので、

実態が捉えきれなくなってしまうということがあります。そこのところはぜひ長野県

の中で重視をしていっていただきたいなと思います。 

 

 

井上会長 

 ありがとうございます。 

 

宮下委員 

 そういう学卒の方のことなのですけれども、企業の訪問というのは、職安さんは本

当にこまめに各企業のところに行っていろいろと指導をしていただけるのですけれど

も、やはり生徒も一緒に連れてきて会社を訪問していただければ、もっと更に良くな

るのではないかと思います。 

 

井上会長 

 なるほど。ありがとうございます。今のは非常に具体的で、かつ重要なご意見だろ

うという感じがします。他にいかがでしょうか。 

 今日は非常に活発なご議論をいただいて、やはり若年、特に高卒を含めた若年雇用

に対する対策というのは、どうしても県を挙げて施策を考えなければいけないという

感じがしております。平成２３年度ということに限らず、尐し中長期的な視点の中で、

若年労働の問題については我々としても考え続けていきたいという感じがしておりま

す。 

 では、今日最後の課題になりますけれども、県立勤労者福祉施設の在り方検討は、 

前回皆様にご議論いただきまして、情報についてはこまめにこちらの方に提出をして

いただくようにという話をしております。その専門委員会について、その状況報告の
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方を事務局にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

福田補佐 

 それでは、資料７の方をご覧いただきたいと思います。第１回の審議会でご了承い

ただきました専門委員会の審議の状況についてご報告を申し上げます。 

 まず、これまでの経過でございますけれども、７月１３日に審議会に引き続き、第

１回の専門委員会を開催しております。この席上、委員長に小林貫男委員を選出、ま

た委員長代理に安藤絵美子委員を指名しております。その第１回の委員会におきまし

ては、現状と課題につきまして説明を聴取していただくと共に、今後の調査・検討の

進め方につきまして意見交換を行っていただいております。詳細は議事録等でご確認

をいただければと思います。現在それに沿いまして現地調査を行っているところでご

ざいます。ここでご覧いただけますように、８月及び９月に専門委員の皆様方に手分

けをしていただきまして、それぞれ現地の視察及び状況の聴取を行っているところで

ございます。 

 今後の予定でございますけれども明日、１０月１９日に伊那及び飯田の現地調査を

する予定になっております。また、来月でございますが、２５日に第２回の専門委員

会を開催いたしまして、調査結果の確認と今後の方向性についての検討を開始してい

ただく予定となっております。以上でございます。 

 

井上会長 

 ありがとうございます。何か皆様の方から質疑あるいはご意見等ございますでしょ

うか。 

 それでは、尐し長い時間になりましたけれども、本日は委員の皆様に活発なご意見

を数多くいただきまして、今後の雇用問題あるいは労働について、議論を闘わせてい

ただいたのではないかと感じております。時間が参りましたので、このあたりで終了

いたしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。では、終了にあたっ

て部長お願いいたします。 

 

黒田商工労働部長 

 どうも長い間ありがとうございました。いろいろご審議いただきました。 

 若年者の雇用につきましては、先ほど会長さんからございましたように、短期的な

視点と中長期的視点という意味の審議を頂戴しました。短期的な視点は、教育委員会、

それから各課でも必ずしも体系的でない、なりふり構わずの部分がありましたので、

効果はどうだというお話もありましたけれども、やらないわけにはいかない、やらな

いよりやった方がいいという施策もいくつかあると思います。今後は尐しそれを検証

しながら、来年度予算に無駄遣いにならないような形で見ていくことも大事だろうと 

思っております。 

 民間企業にお願いして高校生を１年間研修していただいて、雇用につながればあり

がたいなという制度を作ったわけですけれども、これにつきましては我々の段階でも

一体職業訓練のあり方って何だろう、行政はどこまでタッチするのだろう、民間でや
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るのだろうかというあり方の問題がございました。それから、これでは企業の採用意

欲がなくなっちゃうのではないのかなと。みんなお金をみてくれて仕事までさせてく

れるということになると、計画的に採用するという意欲が出てくるのだろうかという

疑問を感じながら、実は私どもも手を伸ばしております。検証をしながらまた取り組

んでいきたいと思っております。 

 それから、中長期的には非常に難しいのですが、先ほど金子委員さんからも関委員

さんからも長野県採用のあり方みたいなものがありました。ニーズのあるところに産

業が生まれる。産業の生まれるところに初めて雇用が生まれるという摂理があります

が、このニーズというものは今後国内にあっては人口減尐が進んでいくわけです。今

まで１００作れば１００売れていたものが７０、８０しか売れない時代が来る。それ

に加えまして、海外市場が非常に大きくなってきている。中国だとか東南アジアとい

うのは、市場性をうんと含んできているということをどういうふうに捉えていくのか、

そうすると産業のあり方も変わってくる、雇用のあり方も変わってくる。今これは大

きな方程式だと思っています。まだ明確な答えが出たわけではありませんけれども、

そういったものを見据えてやらなければいけない。 

 その中で教育の話が大分出ました。企業経営者の方何人かに聞いたのですけれども、

県として何をやったらいいですかねとお聞きしたところ、とにかく我が社に合う人材

は我が社が教育する。その前の常識だとか、働く意欲だとか、そこをとにかくきちん

とやってください、あとは我々の責任ですとおっしゃる方の一方で、すぐに役に立つ

人間が欲しいのだともおっしゃっていました。一番いい例が理科系の大学卒業生です

ね。この求人倍率は１倍２倍を超えているのです。私どももＩターン、Ｕターンとい

う形で県内から県外へ学校に行っている大学生を何とか引っ張り引き戻そうと両面で

やっております。しかしなかなか難しい問題もあります。 

 それからもう１つは、訓練の問題。これもやはり人口減尐ということは労働減尐な

のですけれども、そうなってくるとこれに合わせて、労働人口というのは配置がうま

くいくのだろうかと。製造業は吸収力がだんだん低下してきますし、サービス業とい

うのは労働シェアをしても一定の成果があります。きちんと労働力の配分というのが

バランス良くできるのだろうか、こんな問題も１つそうした業種間であろうかと思い

ます。それから労働人口が減ってきますと、やはり女性、社会復帰と言うとちょっと

言い過ぎかもしれませんけれど、再度労働力として活用していくとすると訓練という

ものがやはり大事になってくるだろうと思っています。 

 百瀬委員さんから若い者が入ってくると、中高年齢者が憂鬱になってくるというお

話がありましたけれど、そういった方がもし仮にリストラみたいになり、社外に出た

場合にどうやって復帰するか。やはり訓練のあり方の問題だろうと思っておりますし、

あるいはさっきの就労構造がうまくバランス良く配分されるのだろうかということに

なります。人口の流動性みたいなものがありますから、それをやはり訓練という形で

何とかやっていかなくてはいけないと思います。社会福祉的な訓練、こういった仕組

みも必要だと思います。これは行政でやっていかなければならない。 

 それから、キャリア教育というお話がありましたけれども、これは一体実施者は誰

なのかなと。行政なのか、税金でやるべきなのか。あるいは、企業の皆様なのか、個
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人なのかという問題が出てくると思います。また、技能減尐という非常に大きな問題

もありました。これもやはり、会社がなくなってしまうとせっかくの技術が国外へ流

出する、あるいは喪失してしまう。こういったものを我々はどうやっていこうかと。

これもやはり、行政でどこまでやるのか、それから民間でどこまでやってもらうのか、

非常に悩ましい問題があります。 

 いずれにいたしましても、我々としては４７都道府県の１つの県でありますので、

行政として何ができるのか今までのものを整理しまして、長野県として何をすればい

いのか、そこが結局２３年度の施策の筋道なのかと思っておりますので、今日のご意

見をもう一回整理させていただきまして、また検討してみたいと思っております。 

 非常に多方面からのご意見ありがとうございました。 

 

福田補佐 

 どうもありがとうございました。以上で本日の審議会を閉会といたします。次回の

審議会でございますが、来年度５月あるいは６月に予定をしておりますが、詳細につ

きましては後日調整をさせていただきたいと思います。 

 本日は、長時間にわたりましてどうもありがとうございました。 

 

 


